社会福祉法人西条市社会福祉協議会

軽度生活援助員就業規則
（目的）

第１条　この就業規則（以下「規則」という。）は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「本会」という。) が実施する西条市軽度生活援助事業（以下「事業」という。）従事者の就業条件、服務規律、その他に関する事項を定めるものである。

２　この規則に定めのない事項については、本会会長の定めるところによる。

　（従事者の名称）
第２条　事業の従事者は、軽度生活援助員（以下「援助員」という。）と称する。
（規則の遵守）

第３条　本会及び援助員は、この規則を遵守し相互に協力して事業の発展に努めなければならない。

（登録手続き）

第４条　本会は、援助員として登録を希望する者より軽度生活援助員登録申込書（様式１）を提出させ、選考の上適当と認めた者を登録する。
２　援助員の登録に際しては、賃金、業務内容、就業場所、就業時間、その他の条件を明らかにした軽度生活援助員登録契約書（様式２）により登録契約を締結するものとする。

（契約期間)　
第５条　援助員の契約期間は1年以内とする。ただし、業務の必要に応じて契約を更新することができる。
（契約終了の予告）

第６条　本会は、契約期間の満了、その他の事由により契約を終了させる場合には、少なくとも30日前に事由を明示してその旨予告するものとする。

（服務）

第７条　援助員は、本会の規則及び業務上の命令を遵守し、風紀・秩序の維持ならびに業務能率の向上に努め、互いに人格を尊重し、社会福祉の理念に基づいて誠実に自己の業務に精励しなければならない。

（遵守事項)

第８条　援助員は、次に掲げる事項を守って、職場秩序の維持に努力するとともに業務に専念しなければならない。

（１）　常に健康に留意し、業務に支障を生じないよう心がけること。
（２）　衛生面に関しては、援助員が感染源の媒体とならないよう自ら衛生管理を徹底する
こと。

（３）　援助員として誇りうる礼儀・言動・節度・服装で就業するよう努めること。
（４）　本会並びに利用者の名誉を害し、本会の信用を傷つけるような行為をしないこと。
（５）　業務に関して、援助員の立場を利用して宗教活動や政治活動を行ったり、物品を
斡旋してはならない。
（６）　前各号の他、これに準ずる援助員としてふさわしくないことをしないこと。

（守秘義務）

第９条　援助員は、本会の内外を問わず、契約期間中又は契約終了後においても、業務上の秘密事項の他、本会の不利益となるような事項を他に漏らしてはならない。
（損害賠償)

第10条　援助員が利用者の情報や秘密を漏らしたことにより本会に損害が及んだときを含め、故意又は重大な過失によって本会に損害を与えたときは、援助員にその損害の全部または一部の賠償を求めることがある。
（訪問及び報告）

第11条　援助員は、サービス予定時刻に業務が開始できるよう利用者宅を訪問し、業務終了後は、本会指示に基づく所要の業務報告を行わなければならない。
　（就業日）

第12条　援助員の就業日は、原則として国民の祝日に関する法律に規定する日を除く月曜日から金曜日の間で、本会の要請した日とする。

（就業時間）

第13条　援助員の就業時間は、原則として次のとおりとする。

（１）　就業時間は、午前９時から午後６時までの間で本会の要請する時間とし、1日について７時間未満、1週間について20時間未満とする。

（賃金）

第14条　賃金は、サービス提供時間における業務に対する報酬であって、時間給額で定める。

2 時間給額は1,040円とする。

（賃金の計算期間及び支払日）

第15条　賃金は、毎月末日に締切、翌月２０日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときには、その前日で休日でない日に繰り上げて支払う。
（賃金の支払いと控除）

第16条　賃金は、本人の指定する金融機関の本人名義口座に振り込むことによりその全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除する。

　（１）　源泉徴収税（該当者）
（契約終了)

第17条　援助員が次の各号の一に該当するときは、契約を終了する。
　（１）　契約期間が満了したとき。

（２）　契約解除を申し出て２週間に達したとき。
（３）　死亡したとき。

（４）　満70歳に達した日以降最初の3月31日に達したとき。ただし、会長が必要と認めた場合は、契約を更新することができる。
（契約解除)

第18条　援助員が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除する。

（１）　業務成績又は業務能率が著しく不良で、援助員としてふさわしくないと認められたとき。
（２）　本会内外で刑法犯に該当する行為があったとき。また素行不良で、援助員としてふさわしくないと認められたとき。
（３）　精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき。
（４）　事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ない事情により援助員の削減が必要となったとき。
（５）　故意または過失により本会に多大な損害を与えたとき。
（６）　そのほか前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき。

（業務上災害補償）

第19条　援助員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、障害又は死亡したときは、本会の加入する損害賠償保険に定める保険給付を受けるものとする。この場合において本会は必要な助力を行う。
附　則

この規則は平成17年5月28日から施行する。
　附　則

この規程は平成26年3月1日から施行する。(一部改正)
附　則

この規則は令和6年10月3日から施行し、令和6年10月1日から適用する。（一部改正）
　附　則

この規則は、令和7年12月1日から適用する。
（様式１）

西条市社会福祉協議会軽度生活援助員登録申込書
	（写真欄）
写真は申し込み前6ヶ月以内に帽子をつけないで正面から上半身を写した無背景のもの
	※受付年月日
令和　　年　　月　　日
	※受付番号

	
	フリガナ
	
	　男

　女

	
	氏　　名
	
	

	
	生年月日
	　昭和　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

	
	現住所
	〒

電話（　　　　　）　　－

	令和　　年　　月　　日撮影
	
	


	健康状態

（現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（既往症）



	得意科目
	趣味・スポーツ

	資　　格　・　免　　許
	取 得 年 月 日

	
	　　　　　　年　　月　　日

	
	　　　　　　年　　月　　日

	
	　　　　　　年　　月　　日

	登録希望理由

	配属希望先
	□　西条支所　　　□　東予支所　　　□　丹原支所　　　□　小松支所

	報酬振込先

（本人名義）
	金融機関名
	
	店　名
	

	
	口座種類
	総合・普通・当座
	口座番号
	


注意事項　１、※印欄は記入しないで下さい。　　２、記入は黒のボールペンを使用して下さい。

上記のとおり、軽度生活援助員の登録を申込みます。なお、記載事項は事実と相違ありません。

　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

（様式２）

軽度生活援助員登録契約書
	登録者
	氏名
	
	生年月日
	昭和　　年　　月　　日

	
	住所
	　

	
	電話番号
	　


下記条件で契約します。

	契約期間
	　令和　　年　　月　　日～令和　　年　３月３１日

	
	但し、期間満了に際し、双方契約を継続する意思のある場合は、裏面の「更新」により行うものとする。

	業務内容
	　本会の指示する軽度生活援助業務

	就業場所
	　本会の指示する利用者宅

	就業時間
	　９時００分から１８時００分までの間で要請する時間

	休憩時間
	　１２時００分から１３時００分まで

（業務の都合により変更する場合あり）

	賃金
	　時間給1,040円

	賃金の支払
	　毎月末日締め、翌月２０日支給

	その他
	　本契約に規定無き事項は、甲乙協議して定める。


　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　住所　西条市周布６０６番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　社会福祉法人西条市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
次のとおり契約期間を更新する。
	契約期間
	更新年月日
	賃金額
	本人印
	会長印

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日


	
	
	

	自：令和　　年　　月　　日

至：令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日
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